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原 著

        地域保健事業の評価

一丁として老人保健法に基づく保健事業の検討一

藤村 孝枝＊森田 秀子＊ 中本 稔＊＊

要  約

 老人保健法に基づく保健事業の評価を「老人保健事業マニュアル」の評価指標を用いて山口県内56市町村において平成8

年と12年に実施した結果を分析した。評価は、①総括的評価、②健康手帳、③健康教育、④健康相談、⑤機能訓練、⑥訪問

指導、⑦口腔保健、⑧健康診査の8領：域、61項目について保健事業担当者の自己評価で行った。評価は4段階評価で最も高

い評価を「4」とした。平成8年と12年の評価結果でX2検定により有意差を認めたのは、「老人保健福祉計画の推進」と「訪

問指導の対象者の把握」であった。市と町村間では、「訪問指導の対象者名簿の作成」、「口腔保健の実施体制及び他事業へ

の導入」、「健康診査情報の把握、基本健康診査受診率」、「がん検診受診率目標達成の見込み」、「胃がん・子宮がん検診受診

率、要精検率」、「大腸がん検診受診率」において有意差を認めた。保健事業評価の効果判定と次年度以降の活動への反映は

十分野なされておらず、評価指標の標準化と日常業務への位置づけが今後の課題であると考えられた。

キーワード：老人保健法 保健事業評価マニュアル 活動評価 地域保健活動

1．序  論

 昭和58年、老人保健法の制定とともに壮年期からの

健康づくりが国策として計画的に展開され、平成13年

度より保健事業第4次計画が実施されている。その効

果的運用を目的に平成8年に「保健事業評価マニュア

ル」が策定され、山口県は、これに基づき21項目の総

括評価と健康手帳、健康診査、健康診査の事後指導、

健康相談、健康教育、機能訓練、訪問指導、口腔保健

の8事業113項目の事業項目別評価を国の「保健サー

ビス評価支援事業」として実施した。翌年からは県の

単独事業である「老人保健サービス評価事業」として、

評価項目を61項目に絞り継続して実施している。評価

初年度である平成8年度と保健事業第4次計画が開始

される前年の平成12年度との評価結果を比較検討する

ことにより、5ヶ年の保健事業評価と今後の課題を検

討する。

■．方  法

山口県内56市町村の平成8年度（以下8年と略す）

と平成12年度（以下12年と略す）の61項目の保健サー

ビス評価結果を分析する。この評価は各市町村の老人

保健事業担当者等による自己評価であり、全項目4段

階評価で数値が大きいほど評価も高くなる。統計学的

分析はX2検定を行い、5％を有意水準とした。

皿．結  果

1．総括的評価項目（6項目）（表1-1、表2-1）

 「老人保健福祉計画の進捗状況」に関しては、8年

には「ほとんどの項目で達成が難しい」とした市町村

が30。4％であったが、12年では12．5％に減少し、多く

の市町村で「一部の項目では達成が難しい」という評

価に変化しており、計画の進捗状況がうかがわれる

（p＜0．05）。「総合窓口の設置」及び「マンパワーの確

保」については、8年と12年でほとんど変化していな

い。「在宅福祉サービスの連携」は、2市2町村にお

いて連携体制が8年より12年において低下している。

保健事業の企画・運営に当たっての「関係機関との連

絡調整」が図られている市町村が50から54市町村

（96．4％）に増加し、さらに連絡調整も個人レベルか

ら会合を定例的にあるいは必要時開くなど組織的な運

営に移行している。「住民ニーズの把握」を何らかの

方法で行っている市町村は50から54市町村（92．9％）

に増えている。
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表1-1 56市町村項目別評価結果（その1）

誕面，吉 （実値）

鰹
結果（％）

評 価 項 目 1 2 3 4 3 4

総括的評価 老人保健福祉計画の推進H8

           H12

17 39

7 48 1

＊ 30．4 39，6

12．5 85．7 1，8

総合窓ロの設置 H8 30 15 6    5

H12 30 10 7 9

53．6 26．8 10．7 8．9

53．6 17．9 12．5 16，1

在宅福祉サービスの連携 H8         15

           H12 1 3 11
1
 
1

4
4
τ

1．8 5．4

26．8 73，2

19，6 732

マンパワーの確保 H8

Ht2

6 36

7 32

14

17

10．7 64．3 25

12，5 57，1 30．4

関係機関との連絡・  H8

調整         H12

6 20 21

2 12 31

9

11

10．7 35．7 37．5 16，1

3．6 21．4 55．4 19．6

住民のニーズ把握   H8   7  16

           田2   4  13

27 6
34 5

12．5 28，6 482 10．7

7．1 23．2 60．7 8，9

健康手帳の交付 交付対象者の設定 H8

H12 1

1 32

2 33 3
0
2
2

   1．8 57，1 41．1

1．8 3．6 58．9 35，7

利用方法の説明 H8

H12

   3 22

1 3 26
1
0
U

り
0
2

   5．4 39，3 55．4

1．8 5，4 46．4 46，4

活用状況のチェック H8 1  36
H12 3  40

19

13

1．8 64．3 33．9

5，4 71，4 23．2

健康教育（一般健康教育） 年間計画の策定 H8

HI2

2 20 19
1 19 21

【
U
5
1
1

3．6 35．7 33．9 26，8

1．8  33．9  3フ．5  26．8

目標の設定 H8 16 19 20
H12 9 14 31

1 ． 28．6 33．9 35．7 1，8

2 16．1 25 55，4 3．6

参加者の評価     H8

           H12

18 31

15 33 7
8

32．t 55．4 12，5

26，8 58，9 14．3

効果判定 H8 10 22 22 2
H12 7 20 28 1

17．9 39．3 39．3 3．6

12．5 35」 50 1．8

（重点健康教育） 重点健康教育の    H8

対象者設定      H12

   15 35

1 11 40
ハ
0
4

  26．8 62．5 10．7

1．8 19．6 71，4 7．1

健康相談（一般健康相談） 健康相談室の設置 H8

H12

9 17 11

8 18 6 Q
V
4

1
リ
ム

16．7 30．4 19．6 33，9

14．3 32．1 10．7 42．9

相談記録の活用    H8

           H12

4 21 30

1 22 31 1
2

7．1 37，5 53．6 1．8

1．8 32．3 55，4 3．6

評価 H8 44 1 il
H12  引      5

78．6 1．8 19．6

91．1 8．9
（重点健康相談） 対象把握・優先順位   H8   28  19

の■         H12  25  15

7   2

12 4

 50 33．9 12．5 3，6

44．6 26．8 21，4 7，1

機能訓練 対象者の把握 H8

H12

2 17 29

．4 15 32 8
5

3．6 30，4 51，8 14．3

7．1 26．8 57．1 8，9

頻度 H8 2  36

H12 2 30
11 7
18 5

3．6 64．3 19，6 12．5

3．6 54．6 32．7 9，1

評価と効果判定     H8   18  10

           H12 11 9

18 10

28 7

32．1 17．9 32，1 17，9

 20 16．4 30．1 12，7

家族支援 H8

H12

6 34 11

5 阜5 13

5
ワ
」

10．7 60．7 19．6 8．9

9．1 63，6 23，6 3．6

訪問指導 対象情報の把握 H8

H12

2 9 11
4 19 1

33 ＊＊

31

3．6 16．4 20 60

7．3 34．6 1．8 56，4

対象者名簿      H8   1  13  27

           Ht2 1 7 37

16 1．8  23，2  48．2  26．8

11 1．8  12．5  66．1  19，6

関係機関との連携 H8

H12

15 34

23 31
の
0
2

27，3 61．8 10．9

41．7 55．4 3，6

記録の整備      H8      13  26

           H12 13  25

17

17

23，2 46，4 30．4

23．6 45．5 30，9

評価 H8 14 18
H12 13 15

22 2 25  32．1  39，3 3．6

27 1 23．2 26，8 48．2 1，8

ロ腔保健 実施体制・施設整備 H8 42
H12 33

4   8

5 14 2
4

 75 7．1 14，3 3，6

58．9 8．9 25 7．1

関係機関の協力    H8

           H12

14 21 20 1
12 16 23 5

 25 37，5 35．7 1．8

21．4 28．6 41，1 8．9

詐価 H8 24 24 7
H12 16 24 14

-
n
∠

42．9 42，9 12．5 1．8

28．6 42．9 25 3．6

他事業への導入    H8   8  34

           削2  12  25

14

18 1
14．3 60．7 25

21・4 44・6 32-1 la8

＊： p〈O，05 ＊＊： p〈O．Ol



表2-1

                山口県立大学看護学部紀要 第7号 2003年

市・町村別詳価結果（その1）

．十寸 （実値） 町村・評価結 （実旦） 市・評価結 （（％） 町村・評価。果（％

評 価 蓼目 ；t 4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4

総括ﾋ 老人保健福祉計画の推進 H8

           H12
0
り
2

 
1

r
O
2

「一

il ：： ，' 35，7 64．3

14．3 85．7

繕窓ロの設置 H8 9  4 I
H12 8 3 ．1 2

'211164 64．328，6 7．1

22 7 6 7 57．1 21．4 7．1 14．3

28．6 71．4

u．g一一一ei・］wh2．s，

 50 26．2 i4．3 9．5

52．4 16．7 14．3 16J

在宅脚一ビ・の連携・9  311
           H12'1 1 4 8

 12 30

2 7 33

     21．4       78．6
'7．i 7．， E61，' 6911

  2g．6

4，8 16．7

マンパワ＿d確保
H8

H12

 lt 3
1  9  4

6 25 11

6 23 13

  78．6 21．4

7．1 64．3 28，6

14．3 59．5

14．3 54．8

71．4

及6，

26．2

31

関係機関との連絡・   H8  1 2 8 3

調整         H12   3 6 5

5  18  13   6 7．1 14．3 57．1 21．4

2   9  25   6 21．4 42．9 35．7

11．9 42．9 31

4．8 21．4 59．5

住民のニーズ把握 H8 2  3  6  3

H12 4  9  1

5 13 21 3

4  9 25 4

14．3 21．4 42．9 21．4

  28．6 64．3 7，1

11，9 31 50

9．5 21．4 59．5

14．3

1丑3，

7．1

9．5

健康手帳の交付 交付対象者の設定 H8

H12 1

9  5

9  4

1 23 8

2 24 16 7．1

64．3 35．7

64，3 28．6

2．4 54．8 42．9

4．8 57．1 38．1

利用方法の説明 Hs 1  6  7
H12  i 7 6

2 16 24

3 19 29

  7．1 42．9 50

7．1 50 42．9

4．8 38．1

7，1 45．2

活用状況のチェック H8

H12

  9  5

1  9  4

1 2ラ 14

2 31 9

  64．3 35J 2．4 64．3

7．1 64，3 28．6 4．8 73．8

57．1

翌・6，

33．3

21．4

健康教育

（一般健康教育）

（重点健康教育）

年間計画の策定 H8

H12

4  5  5

4  4  6

2 16 14 10

1 15 17 9

28．6 35J 35．7

28，6 28．6 42．9

4．8 38．1 33，3 23，8

2，4 35．7 40．5 21．4

目標の設定       H8  1 8 5     15 11 15  1

           H12 1  3  9  1 8  11 22 1

7．1 57．1 35．7

1，B 5，4，16．1 1．g

35．7 26．2 35．7 2．4

19．1 26．2 52．4 2．4

参回者の評価 H8

H12
392 15225
284 13254

21，4 64．3 1'4．3

14，3 57．1 28．6

35．7 52．4 11，9

 31 59．5 9．5

効果判定 H8 8  5
H12 1 3 9

10 t4 17 1

6 17 19

  57，1 35」 7．1

7．1 21，4 64．3 7．1

23．8 33．3 40，5 2．4

14．3 40．s 45．2

重点健康教育の

対象者設定

HS

H12

4  9  1

2 11 1

 11 26 5

1  9 29 3

28，6 64，3 7，1

14．3 78．6 7．1

  26，2 61．9 ll．9

2．4 21．4 69．1 7．1

健康相談

（一般健康相談）

（重点健康相談）

健康相談室の設置 H8 1  6  1  6

H12 7  1  6

8 11 10 13

8 11 5 18

7．1 42，9 7．1 42．9

   50・ 7．1 42．9

19．1 262 23．8 31

19．1 26．2 11．9 42．9

相談記録の活用     H8    5 8 1   4 16 22

           H12 5  7  2 1  17 24

35，7 5プ．1  7．1

35．7 50 14．3

9．5 38．1 52．4

2．4 40．5 5？．1

評価 H8 12

H12 12

ウ
』
2

32 1  9

39 3
85．7

85，7

14，3

14．3

76．2 2，4 21．4

92．9 7．1

対象把握・優先順位   H8  5 9

の選定         H12 5 7 ．1 1

23 10 7   2 35．7 64．3

20 8  11 3 35．7 50 7．1 7．1

2118， iil？ 1：ll 118，

機能訓練 対象者の把握 H8 1  4  9

H12 3  3  7  1

1 13 20 8
1 12 25' @4

7．1 28．6 64．3

21．4 21．4 50 7．1

2．4 31 47．6 19．1

2．4 28．6 59，5 9．5

頻度 H8

H12

7  4  3

4  6  7

2 29 7  4

2 26 12 2 蕊
23．1

5P 28．6 21．4

30．8 46．2 32．1

4．8 69，1 16．7 9．5

4，8 61．9 28．6 4．8

評価と効果判定 H8 4   3  2   5 14 7  16 5

v 2．．一一．3．．．．一9．．．．．6．．一．」一一一．T一．一一8一・・一．；一S：i．a2．一一．．S，

21．4 14．3 35．7

23．1 46．2 7．7

33．3 16．7 38．1

19．1 14．3 52．4

家族支援        H8  1 8 4 1

           H12 1  7  4  1

5 26 7  4

4 28 9  1

7．1 57．1 ig．6 7，1

7，7 53．9 31 7．7

11．9 61．9 16．7

9．5 66，7 21．4

il'；g'

1．4．．3一，

9，5

2．4

訪問指導 対象情報の把握 H8

H12

1  5  8

6  1  7

2  8  6 25

4 13 24

7．1 35．7 57．1

42．9 7．1 50

4．9 19．5 14．6 61

9．8 31J 58．5

対象者名簿 H8 1

H12

9 4＊ 13 18 11
8 6 ＊ 1   7  29 5

7．1 64．3 28，6 31 42．9 26，2

57．1 42．9 2，4 16．7 69．1 11．9

関係機関との

連携

H8

H12

3 11 12 23  6

491 19221
21A  78，6' 29．3 56，I I4．6

28．6 64．3  7．1 45．2 52．4  2．4

記録の整備       H8

           H12
275 111912
275 111812

14．3 50 35．7

14．3 50 35．7

26．2 4s12 2s，6

26．8 43．9 29．3

評価 H8   3  4  7 11 14  15  2

H12 3  4  6  1 tO 11 21

21．4 28．6 50

21．4 28．6 42．9 7．1

26．2 33．3 35．7 4．8

23．8 26．2 50

ロ腔保健 実施体制・

施設整備
 
3

4
ア

n
乙
3

ハ
0
0
U

3
2

料
＊2
1

4
．
7

2
ワ
ー

ハ
0
4

 
2
6
0
T

H
H

42．9 14．3 28，6 14．3

28．6 14．3 50 7．1

B5，7 4．8 9，5

69．1 7．1 16J 7，1

関係機関の協力 HS   4   2  8 10  19  12   1

H12' @1  3  7  3 11 13 10 2

21，6 14．3 57．1

7．1 21．4 50 21．4

23．8 45，2 28．6 2，4

26．2 31 38．1 4．8

評価 H8 4  6  4

H12 1  7  5  1

20 18 3 1 28．6 42，9 28，6

15 17 9   1 7．1 50 35．7 7．1

他事業への導入 H8

H12

9  5 8 25  9

6 7 1 ＊ 12 19 11

64．3 35．7

42．9 50 7．1

47．6 42．9 7．1 2．4

9．5一．“7一一一4-Q．S-2：i！．S一一2．4一，

19．1 59．5 21．4

28．6 45．2 26，2

＊： p〈o．os ＊＊： p〈e，o'．
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2．健康手帳（3項目）

 「健康手帳交付対象者の設定」「利用方法の説明」

「活用状況のチェック」は、8年の状況とほとんど変

化していない。

3．健康教育（5項目）

 12年でみると、すべての健康教育のテーマについて

年間計画を策定しているのは15市町村（26．8％）であ

り、すべての健康教育の目標を設定しているのは2市

町村（3．6％）である。健康教育の参加者の意見や感

想をもとに評価を行っている市町村は41市町村

（73．2％）であるが、健康教育の効果判定を必ず行っ

ているのは1市町村のみで、時々行っているのは28市

町村（50．0％）である。また、重点健康教育の対象者

の条件を設定する市町村は増えてはきたが、16市町村

（28．5％）である。

4．健康相談（4項目）

 専用の健康相談室を設置している市町村は8年から

変化なく半数は設置していない。12年において相談記

録の活用をしているのは33市町村（59．0％）で、この

うち相談内容や結果についての集計や分析を行ってい

るのは2市町村のみである。利用者の満足度調査によ

り評価しているのは5市町村（8．9％）のみである。

重点課題別に対象者の把握を行い、優先順位を設定し

ているのは4市町村（7．1％）のみである。

5．機能訓練（4項目）

 12年において、機能訓練の対象者を早期に把握する

体制ができているのは5市町村（8．9％）で、多くは

まだ不十分な状況にある。実施頻度は月1～3回が最

も多く30市町村（54．6％）で、週1回程度で利用者に

必要な利用頻度が概ね保証されている市町村は18市町

村（32．7％）と8年より増えている。機能訓練の利用

者全員の評価を行っているのは7市町村（12．7％）で、

定期的ではないが評価を行っているのは28市町村

（30．1％）となっている。家族支援については、その

必要性は理解しながらも連絡程度にとどまっている市

町村が35（63．6％）と8年時点とほとんど変化してい

ない。

6．訪問指導（5項目）

 関係機関との連絡会議をもって訪問指導の対象者の

把握を行っているのは31市町村（56．4％）で8年とほ

とんど変化はないが、脳卒中登録シスデムの中止に伴

い訪問指導対象者となる人の届出システムをもつ市町

村がllから1市町村と激：減した（p＜0．05）。すべての

訪問対象者の名簿を作成し、関係者と情報を共有して

いるのは11市町村（19．6％）で8年より5市町村減り、

一部の対象者名簿を作成している市町村は37
（66。1％）と8年より10市町村増えている。市と町村

を比較すると、8年、12年ともに町村において訪問対

象者は把握しているが、名簿は作成していない割合が

高い（p＜0．05）。訪問計画の策定及び実施に際し関係

機i関、関係職種との連携；を図るため、定期的な会合や

必要時にケース会議を開く、あるいは個別に連絡を取

る等の方法がとられているが、8年に比べ会議形式よ

り個別に連絡を取る割合が増えている。42市町村

（76．4％）において、すべての訪問記録が保存されて

いるが、訪問記録をもとに統計資料を作成したり等多

面的に活用されているのは17市町村（30．4％）である。

すべての訪問対象者に対し関係機関、関係職種が共同

で定期的に評価を行っているのは1市町村で、27市町

村（48．2％）については、一部の対象者に対して定期

的に評価を行っており8年と大差ない。

7．口腔保健（4項目）

 成人歯科検診や口腔保健指導を行う施設の整備ある

いは施設整備はされていないが実施体制が整備されて

いる市町村は18（32．1％）と8年の10市町村より増え

たが、施設も実施体制も整っていない市町村が33

（58．9％）存在する。また、市と町村を比較すると8

年、12年ともに町村の方が施設、実施体制が整ってい

ない（p＜0．05）。歯科医師会、歯科衛生士会との定

期的あるいは必要時に会合をもち、協力を得ている市

町村は28（50％）と8年の21市町村より多くなってい

るが、いまだ半分の市町村では協力関係が確立されて

いない。成人歯科保健事業を行っていない市町村が16

（29％）、8年、12年ともに評価を行っていない市町

村は24（43％）である。健康相談や健康教育など他の

保健事業に口腔保健を導入している市町村は19

（34％）と少ないが8年より増えている。市と町村を

比べると、12年において口腔保健を導入していないの

は市よりも町村の方が多い（p＜0．05）。

8．健康診査（表1-2、表2-2）

①基本健康診査（9項目）

 12年において、健康診査対象者を正確に把握してい

る市町村は3市町村（5．4％）で、アンケート調査等

により概ね対象者を把握しているのは36市町村

（64．3％）となっている。健康診査結果の記録管理は

53市町村（94．6％）において行われている。健康診査

計画の策定にあたり常置委員会や会議において検討し

ているのは47市町村（83．9％）である。健康診査実施

後に生活習慣改善指導等により受診者の生活習慣の改

善が行われたかどうか毎年評価しているのは3市町村
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表1-2 56市町村項目別評価結果（その2）

評 価 項 目
評価結果（実値）

1   2   3   4

評価結 （％）

1   2   3   4

健康診査（基本健康診査） 対象者の把握 H8

H12 3
3

15 32

14 38
「
U
3

5．5 27．3  '58，2 9

5．4 25 64．3 5．4

記録管理 H8

H12

1
角
O
n
∠

り
9
霊

0
り
3
4
5

1．8 5．4 5．4 87．5

   3．6 1．8 94．6

計画の策定 H8

H12

「
0
∩
0

5 38

6 40 8
7

8．9 8．9 67．9 14．3

5．4 10J 71．4 12，5

評価 H8 14
H12 10

16

11 4
2

ウ
↑
3 2

3

 25 28，6 42．9 3，6

17．9 lg．6 s7，1 s，4

健康診査情報の把握  H8   16  11

           H12 24 13

9

11 4
8

て
'

  32 22 18 28
 42．9 23．2 19．6 14．3

総合健診の実施状況 H8 17
Ht2 19 3

3
3
3

2

4
3

30．4 58．9 3．6 7．1

34．6   60 5，5

基本健診の受診率 H8 10 8
H12 4  6 3

7

P
D
O
U

h
O
n
O

17．9 14．3 5，4 62．5

7．1 10，7 12．5 69．6

要指導率    H8   28  7

       H12 39 2
8
の
0

3
Q
り

一
・

 50 12．5 14．3 23．2

69．4 3．6 10．7 16．1

指導実施率   H8

       H12
0
0
轟
0

2
3

0
σ
り
0

8
4
3
4

10．9 3．6 16．4 69．1

10．7 5．4 5，4 78．6

（がん検診） ハイリスクグループの把握H8

           H12
8
丙
0

2
ウ
」

ρ
0
β
0

0
》
5

1
9
も

2
2

50．9 10．9 34．6 3．6

41．1 10．7 44．6 3．6

周知徹底 H8

H12

14 13

12 18 2
4
2
2

7
2

 25 232 32，3 12．5

21．4 32，1 42．9 3，6

受診率の目標達成見込みH8

           H12

11

12 7
7

り
0
3

8
7

19．6 66．1 14．3

21．4 66．1 12．5

 乳がん自己検診
'

H8

H12

1 48

3 51 7
2

1．8 85，7 12，5

5，4 91，1 3．6

肺がんと喫煙 H8

H12

β
0
ハ
」 0

3

に
U
【
り

10J 89．3

5．4 94．6

大腸がん精検体制 H8

H12 4
4

ハ
0
自
0

ハ
0
9
3
2

9
0

 
2

7．3 10．9 65．5 16．4

7．1 5．4 51，8 35．7

胃がん＝受診率 H8

H12
∩
0
7

5
7

3
9

1
9
」
り
0

り
0
3

10．7 8．9 23．2 57．1

12．5 12．5 16．1 58．9

胃がん＝要精検率 H8

H12 0
2

1

り
0
2

8 35

4 48

17．9 5．4 14．3 62．5

3．6 3．6 7．1 85，7

胃がん：精検受診率 H8 24 12
H12 28 4 7

8

13

16

42．9 21．4 12，5 23．2

 50 7．14 14．3 28．6

子宮がん：受診率 H8 9 11 7 29
H12 15 8 10 23

16．1 19．6 12．5 51．8

26．8 14．3 17．9 41．1

子宮がん＝要精検率   H8

           H12
4
T
3

4
，
8

13 34

16 29

7．3 7．3 23．6 61．8

5．4 14．3 28，6 51．8

子宮がん：精検受診率  H8

           H12

4  2

10 5
2 46

1 40

7．4 3，7 3．7 85．2

17．9 8．9 1．8 71．4

肺がん：受診率 H8

H12 7
3

9 40

10 43

12．5 16．1 71．4

5．4 17．9 76，8

肺がん＝要精検率 H8 14 17
H12 22 11

16 9
10 13

 25 30．4 28，6 16．1

39．3 19．6 17．9 23．2

肺がん＝精検受診率   H8   21

           H12 22

ウ
6
ハ
0

6 17

9 19

37．5 21．4 10．7 30．4

39．3 107 16．1 33．9

乳がん1受診率 H8

H12

Ω
U
n
O

8
9

3
3

1
 
1

0
0
0
U

2
2

14．6 14．6 23．6 47．3

14．3 16．1' 23，2 46．4

乳がん＝要精検率 H8

H12

12

16 4
3

4
n
O

F
》
-

り
0
3

21．8 7，3 7．3 63．6

28．6 5．4 10．7 55．4

乳がん＝精検受診率 H8

H12
0
り
7

0
0
2

10 30

4 43

16A 10．9 18．2 54．6

12．5 3．6 7．1 76．8

大腸がん：受診率 H8

H12
冒
0
4
T

り
0
3

h
∠
7

1

β
0
2
3
4

8．9 5，4 21．4 64．3

7．1 5．4 12．5 75

大腸がん：要精検率 H8

H12
ハ
0
4
3
2

5

11 4
7

料

14

34．3 8．9 7．1 19．6

42．9 19．6 12．5 25

大腸がん＝精検受診率  H8

           H12 7
4

日
目
角
0

4
τ
ハ
0

7
0
U

8
0

1

1

48．2 7．1 12，5 32．1

60．7 10，7 10．7 17．9

37
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評 価 項 目

稔：地域保健事業の評価一主として老人保健法に基づく保健事業の検討一

   表、一，市．町舳評価結果（その、）

       市・評 帽 （ va） 町村・平価， （実 ）   市・9「n価1、口 （（％）   町・・：ab結 （O1

1  2  3  4 1  2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4

糠。±。， 対象者の把握 HS 3  9  1

H12 2  7  5

「
》
3

1
 て

り
0
4
0

∩
0
7

1

23．1 69．2 7J

14．3 50 35．7

  14．3 77．8 11，9

2．4 16．ア ア7．8  7．9

漏管蓮囎
H8

H12

  ●冒一
  14

1 13

・晒，闘

1  3

 4．8

3 35

 95

  で 
7」'

X2．9
4
・
3

Z

憎一旧  ●鞠胴ロ  一・賄

計画の策定 HS t ll
H12 2  9

賢
4
・
4

胆蝸

一
5
3

一㎜

鴫
2
3

27  6 7．1
31  4 14．3

曽曽●騨口   曹曽魑口脚口「  曽●騨口

78．6 14．3

64．3 21，4

11．9

7．1

 4 31 4

9．5 64．3 14，3

9，5 73，8 9．5
帽              ．脚

評価 H8 5
Hi2 4

    曹嚇■冒，     凹噂卿■口

2  7 9 14
2  8 6  9

・  曽盟触

17 2

24 3

35．7 14．3 50

28．6 14，3 57．1

21．4 33．3 40．5 4．8

14．3・21，4 57，1 7．1

健康診査情報      H8

の把握         H12

7 3 4＊＊

6  7  1＊料
   噛曽●胃“

一
4
7

｝

”
6
4

一
思
0
』

6  10 50  21．4 28．6

4   7 42，9  50  7，1

44．4 “．1 16．7 27．8

57．1 16，7 9，5 16．7

総合健診の

．塞盤湿．＿ ．＿．

H8 3 tt

H12 3 10 ・

14 22 2 4 21．4 78，6

16  23   3 23．1 76，9

   33．3 52．4 4．8 9．5

   38．1 54，8 7，1

基本健診の受診率

   要指導率

  指導実施率

嘘●，           ・嘗・胸

H8 6  3

出2  3  3

      4  5  3 30

4 4＊＊一 1 3 3 35

 42．9 21．4

 21．4 21，4  28．6 28．6
 ・o口           ・曽口「

28．6 14，3 21．4

   7，1

9．5 11．9 7．1 71，4

2．4 7，1 7．1 83．3

H8 5   4   2   3 23 ． 3   6  10 35J

H12  13 1 26  2  5  9 92．9

54．8 7．1 14，3 23，8

61．9 4S 11，9 21．4

H8 2  1

H12 2

    コ コ の           ロ        コ コ の               リ コ コ ロ

110 418．28
  12   4  3  3 32

   ． 殉 ， 口           曽     ・ 騨 脚 隔

t4．3 7．1 7，1 71．4

t4．3 85．7

9．8 2．4 19．5 68．3

9．5 7．1 7．t 76．2

（がん検診） ハイリスクグループ

の把握

HS 10 1  3

H12 6  1  7

18 5 16 2

17 5 18 2

71．4 7，1 2・1．4

42．9 7．1 50

43．9 12．2 39 4，9

41．1 10，7 44．6 3．6

周知徹底 H8 3  3  8

H12 1 3 10

al 10 14 7

11 15 14 2

21．4 2tA 57，1

7．1 21，4 71，4

26．2 23．8 33．3 16，7

26．2 35，7 33，3 4．8

受診率の目標

箆押込訟．曽＿一．噂曹．．

   H8

   田2

7  7 ＊＊

1 12 1

4 30 8

2 39 1

50 50

7．1 85．7 7．1

9．5 71．4 19，1

4，8 92．9 2．4

乳がん自己検診

曹鮪      囎曽●讐晒

HS 1
H12'一 1

11 2

12 1

37 5

2 39 1

7．1 78，6 14．3

7．1 85．7 7．1

88．1 tl．9

4，8 92．9 2．4

肺がんと喫煙    HS

   H12

     14

     14

6 36

3 39

100

100

14．3 85，9

24 92，9
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大腸がん精検体制    H8  1

            H12 1

曹  ”・           ・曽．繭

 1  7  5
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3529 4 7．1 7．1 5035，7

332412 7．1 35，757．1
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一
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．
膠
9
2

2
ウ
』

，騙

●
6
8

一

脚
7
5

「鞭

4
「
7

 
＊
 
＊

｝

㎝
4
1

一
-
り
帽

…
4
、
3

開

冒
5
8

“

｝
凹
田

・ ・ 9 曽 隔 嗣               一 ． “ 嚇

  35．7 28．6

  57．1 21，4

7，1 28．6 9．5 16J
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鱒胃

H8

H12

1' P”1'9'””・'””'”3一一”E“'覇階“7・

1733＊＊一211326 7．1

・”噂，

14．3

50

35．フ 42．9

21．4 21．4

7a3 4-9

4．8 2，4

陶  曽，開      ”．

14，3 59．5

1-9．1一．i2．一4一，

19，5 68．3

31 61．9

H8 2   1   1  10 2   1   1  26 14．3 7．1 7，t
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幽艶匂           ・暫口軸
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乳がん：受診率     H8  6 1

            H12 2 4
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（5．4％）であり、一部の健康診査について行っている

のは32市町村（57，1％）である。個別健康診査を実施

している市町村において、健康診査の受託実施機関か

ら受診者の情報（受診歴、保険種別、保健指導の内容

等）を必ず得ているのは8市町村（14．3％）で、時々

得ているのは11市町村（19．6％）となっている。総合

健康診査を実施しているの6市町村（10．7％）で、全

地域を対象として行っているのは4市町村（7．1％）

と少なく、市部では実施していない。

 健診の受診率、精検受診率は、老人保健事業報告

（平成6年度）の全国の都道府県のデータをもとに75

％タイル、50％タイル、25％タイルで、4区分し、4

段階評価している。よって「1」の区分は全国の25％

タイル値よりも低い値である。

 基本健康診査の受診率は、市部において25％タイル

以下（受診率 30．4％未満）が6市（42．9％）から3

市（21．4％）と減少し、町村は75％タイル以上（受診

率 42．2％以上）が30町村（71．4％）から35町村

（83．3％）とさらに多くなっている。その一方、要指

導率は、市部において25％タイル以下（35． 4％未満）

が5市（35．7％）から13市（92．9％）と大幅に増え、

町村も25％タイル以下が23町村（54．8％）から26町村

（61．9％）と多くなっており、市、町村とも要指導率

が低い。要指導者に対する指導の実施率は、75％タイ

ル以上（14．2％以上）が市部で10市（71．4％）から12

市（85．7％）と多くなっており、町村部も75％タイル

以上が28町村（68．3％）から32町村（76．2％）と多く

なっている。

②がん検診（21項目）

 すべてのがん検診においてハイリスク・グループを

把握しているのは2市町村（3．6％）で、一部のがん

検診については25市町村（44．6％）において把握され

ている。がん予防対策を1次予防から3次予防までを

体系的に行っている市町村は2市町村（3．6％）のみ

で、24市町村（42．9％）では1次予防と2次予防につ

ては連携を図りながら実施している。保健事業3次計

画のがん検診の受診率の目標値を達成できるとしてい

るのは7市町村（12． 5％）で、一部のがん検診につい

ては達成可能としている市町村は44市町村（78．6％）

である。乳がん自己検診の普及を図り、実施状況を把

握しているのは2市町村（3．6％）で、普及は図って

いるものの実施状況を把握していないのは51市町村

（91．1％）である。大腸がん精密検査体制の確i立に向

けて20市町村（35．7％）は関係機関と協議を行ってい

るが、29市町村（51．8％）では行政内部での検討にと

どまっている。

 各種がん検診の受診率の状況は、胃がんは8年、12

年ともに（p＜0．Ol、 p＜0．001）、子宮がんは12年に

おいて（p＜0．01）市と町村で有意差を認め、特に市

部において受診率が低下している。大腸がんについて

は12年に市部の受診率は若干改善しているが8年、12

年ともに町村部に比べ有意に低い （p＜0．01、

P＜0．001）。要精検挙は胃がん、子宮がんともに町村

より市において有意に高くなっている（p＜O． Ol、

p＜0．001）。精検受診率は25％タイル以下の市町村が、

12年に3～7市（21．4～50％）、町村では4～27

（9．5～64．3％）と市、町村ともに精検未受診率が高く

大腸がん検診では顕著である。

表3 市・町村別効果判定結果（再掲）

評 価 項 刀
市・評価結果（実値）町村・評価結果（実値）

 1234 1234
市・評価結果（％）   町村・評価結果（％）

1234 1234健康手帳の交付 活用状況のチェック H8

     H12

 9  5

1  9  4

1 27 14

2 31 9

 64．3 35．7

7．1 64．3 28．6

2．4 64．3 33．3

4．8 73．8 21．4

健康教育

（一般健康教育）

参加者の評価   H8

     田2

3  9  2

2  8  4

15 22 5

13 25 4

21．4 64．3 14．3

14．3 57．1 28．6

35．7 52．4 11．9

31 59．5 9．5

健康教育

（一般健康教育）

効果判定 H8 8  5
H12 1 3 9

10 14 17 1

6 17 19

 57．1 35．7 7．1 23．8 33．3 40．5 2．4

7．1 21．4 64．3 7．1 14．3 40．5 45．2

健康相談

（一般健康相談）

評価 H8 12

H12 12
h
∠
2

32 1  9

39 3
85．7 14．3

85．7 14．3

76．2 2．4 21．4

92．9 7．1

機能訓練 評価と効果判定 H8 4   3   2   5 14 7  16 5

H12 3  3  6   1 8  6  22 6

28．6 21．4 14．3 35．7 33．3 16．7 38．1 11．9

23．1 23．1 46．2 7．7 19．1 14．3 52．4 14．3

訪問指導 評価 H8   3   4   7 11  14  15   2 21．4 28．6  50 26．2 33．3 35．7  4．8
H12   3   4   6   1    10  11  21 21．4 28．6 42．9  7．1    23．8 26．2  50

口腔保健 評価 H8464 20183
H12 1  7  5   1 15 17 9

28．6 42．9 28．6 47．6 42．9  7．1  2．4

7．1 50 35．7 7．1 35．7 40．5 21．4 2．4

健康診査

（基本健康診査）

評価 H8 5  2  7

H12 4  2  8

9  14 17 2 35．7 14．3 50

69243 28．614．357．1

21．4 33．3 40．5 4．8

14．3 21．4 57．1 7．1
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IV．考  察

 保健事業評価結果を8年と12年で比較して有意差を

認めた項目についてみると、8年よりも12年において

「老人保健福祉計画」は推進されており、「訪問指導に

おける対象情報の把握」は12年の方がなされていなかっ

た。他の項目については有意差を認めず、5力年の間

に大きな評価結果の変化はなかった。ただし、「訪問

指導の対象者名簿の作成」や「がん検診の受診率、転

借検率」に市と町村では有意差を認め、人口規模によ

る保健活動方法の特徴が影響しているものと思われる。

しかし、ほとんどの項目について8年と12年で差がな

いということは、毎年の評価結果を次年度の活動に反

映し改善を図るというフィードバック機構が機能して

いないと考えられる。

 Donabedian1）が提唱する米国の医療の質評価におけ

る3概念は、structure（構造）、 process（過程）、

outcome（結果）である。構…造は、事業に関連する施

設・備品・マンパワーの充足状況等を評価し、過程は

保健事業の企画から実施までの一連の流れを評価する

ものである。結果は保健事業あるいは保健サービスを

提供したことにより利用者にもたらされた効果の有無

や内容を評価するものである。従来、構造や過程の評

価、実施回数や利用者数等の活動実績の評価は何らか

の形で行われてきたが、その効果については十分検討

されていなかった。保健事業の効果判定の実施状況を

みると、健康相談、口腔保健、機能訓練、基本健康診

査、訪問指導において評価ランク「1」（実施してい

ない）の割合が高く、町村においてはさらに、健康教

育の評価がされていない。（表3、図1・2）

このような傾向は、新潟県における老人保健事業の評

価でも指摘されている2）3）。実施計画及び実施過程の

評価については具体的な評価項目が設定されているが、

保健事業効果を測る指標は漠然としている。健康相談

は満足度調査による評価であり、健康教育の評価は参

加者の意見や感想、参加者の知識態度、行動の変化

の有無である。基本健康診査は受診者の生活習慣の改

善の有無、口腔保健は成人歯科検診及び口腔保健指導

事業の成果の有無、機i能訓練は事業前後の変化による

評価、訪問指導は関係機関、関係者との定期的な評価

検討の有無となっている。このように評価指標が標準

化されていないこと、具体的な評価方法が日常業務の

中に位置づけられていないこと等が事業評価がすすま

ない大きな理由であると考えられる。川口は、「たと

えば健康診査事業において、単に分母となる対象人口
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すら整理しないまま、目標受診率の達成という甘い考

えで第4次計画に飛びついては、早晩老人保健事業に

おける健診事業は、地域保健や医療経済の視点からみ

て一体どのような意味を持っているのかという基本的

な問題にぶつかるだろう」4）と警告している。限られ

たマンパワーの中で、さらに厳しい予算枠の中でどう

ずれば事業効果をあげることができるのかが厳しく問

われる時代となった。この追いつめられた状況の中で、

今まで実施するのが当然と住民も、保健師も考えてき

た事業も1つ1つ吟味していく蚕業があるだろう。健

康教育、健康相談、保健指導は地域の保健師活動とし

て長年行われ、住民にとっても、保健師にとっても日

常業務として認知されてきた活動である。そのため、

それを改めて評価する目的や意義を、まずは保健師自

身がどう認識するかが当面の課題である。健康日本21

計画を各市町村、保健所においてどのように計画を策

定し実行していくか、住民との協議のもとになされて

いる5）。この計画の中には、構造、過程、効果につい

てのこれまでの事業や健康度評価に加えて、誰がいつ

までに何をするのかという目標と評価指標が盛り込ま

れる。計画策定や実行あ過程で保健師は常に自分たち

の活動評価が求められ、どのように活動を展開するの

か住民や関係機関から問われ続けることになる。
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Ti tie：EVALUATION OF HEALTH SERVICES FOR THE AGED BY US ING “AN EVALUAT I ON MANUAL FOR HEALTH SERVICES”

Author：Takae FUJIMURA“， Hideko MORITA“， Minoru NAKAMOTO＊“

       “School of Nursing， Yamaguchi Prefectural University

       ＊“Department of Environment and Preventive Medicine， Yamaguchi University School of Medicine

Abstract：

  The purpose of this study was to evaluate services for the aged by using an evaluation manual for health

servlces．

 A servey using questionnaire in “An Evaluation Manual for Health Services” was conducted for evaluating health

services of 56 local municipalities in Yamaguchi Prefectur in 1995 and 1999． Sixty-on items of the question-

naire were divided into 8 evaluation indices；Ototal evaluation， ＠health handbook， ＠health education， ＠

health consultation， ＠rehabilitation， ＠homevisiting guidance， ＠ oral ＆ dental health， and＠health

examination． Answers to each question were graded in 4 ordinal categories．

 The items with statistically significant difference between 1995 and 1999 were “the promotion in the plan of

the welfare and health for the aged”， and “grasp of the subjects in homevisiting guidance”． Evaluation of the

health services effect was not done sufficiently．

 The effect of health services for the aged is not sufficiently evaluated， therefore the evaluation guidline

is needed to be standardized as daily business．

Key mords： geriatric health act， evaluation manual for health services， evaluation， community health working
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